
◎海上運送法等の一部を改正する法律 
（令和五年五月一二日法律第二四号）   

一、 提案理由（令和五年四月五日・衆議院国土交通委員会） 

○斉藤（鉄）国務大臣 ただいま議題となりました海上運送法等の一部を改正する法律

案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 昨年四月に発生した知床遊覧船事故では、二十六名の方々がお亡くなりに又は行方不

明になりました。輸送の安全の確保は、旅客船事業の大前提でありながら、今回の事故

により、かけがえのない命が失われてしまったことを重く受け止め、このような痛まし

い事故を二度と起こしてはならないとの決意の下、事業者の安全管理体制の強化、船員

の資質の向上、行政処分の強化等により、旅客船の安全、安心対策に万全を期する必要

があります。 

 また、輸出入のほとんどを外航海運が担う我が国において、船舶の保有、維持管理、

船員の配乗等を担う船主は、経済安全保障上、極めて重要な存在です。我が国の船主が

熾烈な国際競争にさらされる中、安定的な国際海上輸送を確保するため、我が国の船主

による外航船舶の計画的な確保等を図る必要があります。 

 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、事業者の安全管理体制を強化するため、安全統括管理者や運航管理者に係る

試験制度等を創設するとともに、小型船舶のみを使用する旅客不定期航路事業に係る許

可について更新制を導入するほか、事業許可の欠格期間を現行の二年から五年に延長す

ることとしております。また、事業への参入が事前届出制となっている人の運送をする

船舶運航事業について登録制を導入することとしております。 

 第二に、船員の資質の向上を図るため、事業用小型船舶の船長となるために必要な特

定操縦免許の取得に係る講習課程の内容を拡充するとともに、当該免許について、乗船

履歴に応じた航行区域の限定制度を創設するほか、船舶所有者に対し、船長等の乗組員

への海域の特性等に関する教育訓練の実施を義務づけることとしております。 

 第三に、法令違反があった事業者に対する船舶等の使用停止命令に係る制度を創設す

るとともに、輸送の安全確保命令に従わない事業者に対する罰則を強化することとして

おります。 

 第四に、我が国の船主による外航船舶の確保等を図るための計画認定制度を創設する

こととしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（令和五年四月一三日） 

○木原稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における



審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、昨年四月に発生した知床遊覧船事故を受け、海上旅客輸送の安全の確保等を

図るとともに、安定的な国際海上輸送の確保に資するため、所要の措置を講じようとす

るもので、その主な内容は、 

 第一に、安全統括管理者及び運航管理者の選任に資格者要件を導入し、資格者の試験

制度を創設すること、 

 第二に、小型船舶のみを用いる旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者は、安

全人材確保計画を作成するものとし、当該許可について更新制を導入すること、 

 第三に、船舶等の使用停止処分を導入するとともに、罰則の強化を行うこと、 

 第四に、我が国の船主が作成する外航船舶確保等計画の認定制度を創設すること 

などであります。 

 本案は、去る四月五日本委員会に付託され、同日斉藤国土交通大臣から趣旨の説明を

聴取し、昨十二日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のと

おり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年四月一二日） 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 これまで事故で多くの犠牲者が出ていることを踏まえ、安全の確保は旅客船事業を

営む際の大前提であることを常に念頭に置き、事故を生じさせないため、規制当局と

して毅然とした姿勢を堅持し、たゆみない安全確保に努めるよう促すこと。 

二 本法で強化された規制が実効性を伴うよう、関係者に対する適切な助言、監査を行

うこと。また、日本小型船舶検査機構の検査の実効性が伴わなかったことが事故の要

因の一つとなったことを踏まえ、同機構への監督強化や、国との情報共有を徹底し、

同機構の検査の実効性を高めること。 

三 事故被害者のご家族に対する支援については、ご家族が一日も早く再び平穏な生活

を営むことができるようきめ細かく継続的に、単なる情報提供等にとどまらない、ご

家族の要望を十分に踏まえた対応を行っていくよう努めること。 

四 現行の救命設備の課題を解消できる新たな救命設備の開発と、その船舶への搭載を

促進すること。特に、中小零細事業者が、費用の面から導入を躊躇してしまうことが

ないよう、早期搭載に向けた必要な支援を継続的に行うこと。 

五 抜き打ちやリモートによる運航管理体制等の事業者への監査、及び違反点数の累計

による適時適切な行政処分等の新たな規制を実効的に運用するため、地方運輸局等の

体制を拡充すること。 

六 安全統括管理者講習機関の登録、指定試験機関の指定に当たっては、公正で透明な



プロセスによって行い、天下り等行政との不適切な関係を疑われぬようにすること。 

七 世界単一市場である国際海運市場において、経済安全保障の観点から我が国商船隊

が競争力を確保し続けられるよう、必要な財政や税制の支援措置を継続的に講じてい

くこと。 

三、参議院国土交通委員長報告（令和五年四月二八日） 

○蓮舫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、一般旅客定期航路事業等に係る許可制度の充実、旅客運送船舶運航事業

に係る安全統括管理者等の資格、職務等に関する規定の整備を行うとともに、旅客の輸

送の用に供する小型船舶の乗組員に対する教育訓練の実施の義務付け等の措置を講ずる

ほか、対外船舶貸渡業者等が作成する外航船舶確保等計画の認定制度を創設する措置を

講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、知床遊覧船事故の再発防止策の実効性の確保、再発防止策を

受けた旅客船事業者への支援、初任教育訓練の在り方等について質疑が行われました

が、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年四月二七日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 特別監査等が旅客船事業者の安全意識の欠如等を十分に是正させるに至らなかった

ことや同事業者の運航管理者の資格要件の真偽について十分な確認ができていなかっ

たことなど、知床遊覧船事故対策検討委員会からの指摘を踏まえ、監査や審査等の実

効性を確保すること。また、今回の事故を始め、これまで事故で多くの犠牲者が出て

いることを踏まえ、安全の確保は旅客船事業を営む際の大前提であることを常に念頭

に置き、規制当局として毅然とした姿勢を堅持し、旅客船事業者に対し、たゆみない

安全確保に努めるよう促すこと。 

二 本法で強化された規制が実効性を伴うよう、関係者に対する適切な助言、監査を行

うこと。また、日本小型船舶検査機構の検査の実効性が伴わなかったことが事故の要

因の一つとなったことを踏まえ、同機構への監督強化や、国との情報共有を徹底し、

同機構の検査の体制強化と実効性を高めること。 

三 事故被害者のご家族に対する支援については、ご家族が一日も早く再び平穏な生活

を営むことができるようきめ細かく継続的に、単なる情報提供等にとどまらない、ご

家族の要望を十分に踏まえた対応を行っていくよう努めること。また、公共交通事業



者による被害者等支援計画の作成を促進するとともに、同計画を作成していない公共

交通事業者が起こした事故であっても、事故被害者やご家族が中長期にわたって支援

を受けることができるような仕組みの導入に向けた検討を行うこと。 

四 現行の救命設備の課題に対応した新たな救命設備の開発と、その船舶への搭載を促

進すること。特に、中小零細事業者が、費用の面から導入を躊躇してしまうことがな

いよう、早期搭載に向けた必要な支援を継続的に行うこと。 

五 抜き打ちやリモートによる運航管理体制等の事業者への監査、及び違反点数の累計

による適時適切な行政処分等の新たな規制を実効的に運用するため、地方運輸局等の

体制を拡充すること。 

六 安全統括管理者講習機関の登録、指定試験機関の指定に当たっては、公正で透明な

プロセスによって行い、元国土交通事務次官による民間企業役員人事への介入の反省

を踏まえ、天下り等行政との不適切な関係を疑われぬよう厳正に対応すること。 

七 小型船舶のみを用いた旅客不定期航路事業を営むに当たっては、安全人材の確保が

不可欠となることから、労働環境の改善など人材確保に向けた取組を支援すること。

また、我が国の海上運送事業において全般的な人材不足が深刻化していることから、

人材確保のため、賃金を始めとする労働条件の改善を図るとともに、船員の確保・育

成体制の一層の強化に努めること。 

八 旅客船舶の発航を中止すべき条件下での発航が二度と行われることのないよう、運

航の可否判断の客観性を確保し、旅客船事業者に対する指導・監督を徹底するととも

に、地域旅客船安全協議会等を通じた安全情報の共有化の取組を促進すること。また、

海難の発生に際しては、迅速かつ機動的な救助が可能となるよう、通報体制や救助体

制の一層の充実・強化に努めること。 

九 世界単一市場である国際海運市場において、経済安全保障の観点から我が国商船隊

が競争力を確保し続けられるよう、必要な財政や税制の支援措置を継続的に講じてい

くこと。 

  右決議する。 

  

 


